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目 的 

 幼少期の｢動物虐待｣や｢放火｣，｢夜尿症｣といったいわゆる

マクドナルド３要素が，将来の反社会的行動や凶悪犯罪を予

見する兆候であるとする説は有名である。我が国の例で言え

ば，1997 年の｢神戸連続児童殺傷事件｣の当時の被疑少年が，

殺人前に動物を虐待していたことは知られている。｢動物虐

待｣は，日本では現行上｢動物の愛護及び管理に関する法律違

反｣に該当し，社会的反響が大きい犯罪といえる。特に，｢動

物虐待｣の中でも殺害に至る連続事件は，地域住民の不安をさ

らに高めるものとなることから，被疑者の早期検挙が求めら

れ，犯罪者プロファイリングを実施することがある。では，

動物虐待の典型的な方法や犯人像とはどのようなものなので

あろうか。米国には Pet-Abuse.Comというインターネットサ

イトがあり，動物虐待に関するデータベースが提供されてい

るという(岩見，2011)。その米国のデータベースによると，

野良犬や野良猫に対する虐待の方法として，発砲で 57.6%，

毒物で 9.5%，切断・拷問で 8.3%，殴打で 7.2%とされる。動

物虐待犯の特徴としては，全体の４割が 30代 40代で，どの

年齢層においても女性よりも男性の方が多いとされる。また，

過剰飼育による虐待の場合には，女性の方が多いといった特

徴があるとされている。このことは，動物虐待と言っても，

自己飼育の動物か否かによって犯人像も異なることを示唆し

ている。ただし，犯罪者プロファイリングが必要となる虐待

事案は，野良猫など｢非自己飼育｣の動物が対象となることが

多いであろう。米国のデータベースからは以上のような傾向

がみられるものの，我が国については，動物虐待に関する犯

人像推定研究はみられない。 

以上から，本研究では，犯罪者プロファイリングに資する

べく，｢動物虐待｣，中でも殺害にまでに至った事件の虐待犯

が典型的にどのような人物であるのか検討することを目的と

した。本分析は，犯罪者プロファイリングを想定し，野良猫

などの｢非自己飼育｣の動物への物理的攻撃を行った虐待犯を

中心に分析を行った。 

方 法 

 サンプル インターネットを用いて，2002年から 2017年

までの間に飼育されていないあるいは他人が飼育していた動

物に対して物理的に攻撃することで殺害し，検挙された虐待

犯に関する事件情報を収集し，それらの情報を分析した(25

名)。加えて，参考までに，自分で飼育していた動物に対して

物理的に攻撃して殺害し，検挙された動物虐待犯についても 

 

Table 1 動物殺害に至った虐待犯の属性 

 

 

 

 

 

収集した(ただし，収集できた情報は６名のみ)。 

結 果 

 収集したサンプル(非自己飼育)によると，25名中 21名が

｢猫｣を対象としており，その他の動物を対象としている者は

稀であった(犬やうさぎ，ねずみなど)。最も多い虐待の方法

として，素手や鈍器等による殴打や蹴る，地面などに叩きつ

けるといったものがみられた(25名中 13名)。その他の方法

は，多種多様であった(手足を切断する，熱湯をかける，焼損

させる，毒物を摂取させるなど)。動物虐待犯１名における被

害動物数も，１匹から 47匹と様々であった。 

Table 1に動物虐待犯の属性を示すとおり，すべて日本人

であり，かつ居住地を有していた。｢非自己飼育｣動物対象の

虐待犯がすべて男性であった一方で，｢自己飼育｣動物対象の

場合は女性の割合が増加した。職業については，｢非自己飼育｣

の場合で，有職者と無職者はおよそ４割程度であった。ただ

し，有職者の場合，会社員や公務員，税理士などいわゆるホ

ワイトカラー系有職者が多数を占めるといった特徴がみられ

た。｢非自己飼育｣型の平均年齢は 37.6歳(SD 12.9)，中央値

が 38歳と 30代が中心であった。｢非自己飼育｣型の，有職者

の犯行動機は，｢仕事のストレス｣による犯行が占めていた反

面，無職者の場合は，犯行動機が様々であった。 

考 察 

虐待方法は，米国の発砲などとは異なり，殴打や蹴る，地

面に叩きつける方法が多く，国の違いが鮮明となった。一方

で，動物虐待犯の年齢については 30代が中心で，米国の動物

虐待犯とあまり相違がなかった。虐待動物が，虐待犯に飼育

されているか否かで，虐待犯の性別が異なる傾向がみられた

点も米国と共通する特徴であった。 

ジェイソン・モス他(2002)いわく，動物愛が転倒した性的

サディズムの殺人には｢猫殺し｣が先行する場合があり，それ

は猫→小さい→やわらかい→甘える→幼女を連想させるとこ

ろにあるとされる。このことから，女児対象の殺人事件の場

合は，過去に動物虐待に及んだ人物が関与した可能性もあり

えることから，その現場周辺の動物虐待事件を掘り起こすと

いった作業も必要となろう。  
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